


シンポジウム速報
冷え続いた天気もようやく回復し、神宮外苑の若葉の美しい透き

通る青空の日、会場は１００名近い人で溢れました。パネラーの
先生はじめ、会場からの歯科医師、歯科技工士の業界関係のみな

らず、消費者の立場から生協団体、そのほか一般市民も多数発言
され、貴重な意見が次々と交わされ、熱気に満ちた催しでした。

発言内容は省略させていただき、速報といたします。なお、全時

間ＴＢＳの取材がありました。

民主党 衆議院議員 川口浩先生 コーディネーター 森本主税先生

鵜飼芳行先生金田米秋先生
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中国製歯科技工物を考える緊急シンポジウム

「あなたの歯は大丈夫？」
日 時 平成22年4月25日

会 場 東京・新宿区南元町の東医健保会館

主 催 「保険でよい歯を」東京連絡会

コーディネーター 森元主税 歯科医師

シンポジスト 川口 浩 衆議院議員 民主党 歯科医師

金田米秋 歯科技工士 東京都歯科技工士協議会会長

鵜飼芳行 歯科技工士 学校法人歯研会学園 新東京歯科技工士学校

（文章引用 WEB今日の歯科ニュース 医科歯科通信より）

中国製歯科技工物を考える緊急シンポジウム「あなた

の歯は大丈夫？」が4月25日、東京・新宿区南元町の東

医健保会館で開かれた。主催は「保険でよい歯を」東

京連絡会で、歯科医師、歯科技工士、一般の方も参加

し、フロアから討論に加わった。TBSテレビが最初から

最後までカメラを回し、密着取材を続けていた。厚生

労働省医政局歯科保健課の通達「補てつ物等の作成を

国外に委託する場合の使用材料の指示等について」が

出されたのが平成17年9月8日付け。また、平成22年3月

31日付けの厚生労働省医政局歯科保健課の通達では、

別添のなかで、「ベリリウムを検出してはならない」等

の基準が規定されているとして、遵守を求めている。

今回のシンポジウムでは、政権が変わっても以上の二

つ通達に変わりがないことが指摘された。国会での歯

科技工問題に関する質疑は、これまで議員8名が行って

いる。また、質問主意書は12、意見書は１とされてい

る。 特に国会質疑は、報道特集NEXT中国製義歯の安全

性 2月6日、2月13日の2回の放映が、大きな反響を呼

んだ。これに呼応するように、3月31日、衆議院厚生労

働委員会で民主党の水野智彦衆議院議員が質問した。

また、4月4日の衆議院消費者問題に関する特別委員会

で、公明党の古屋範子衆議院議員と共産党の古井英勝

衆議院議員が質問した。今回の中国製歯科技工物を考

える緊急シンポジウムは、国民に向かって訴える目的

で開かれたと言える。「あなたの歯は大丈夫？」有害物

質が入っていているかもしれませんよ！ と注意を喚

起したものである。何故なら、患者側には自分の口腔

内の補綴について、その安全性を検査するすべがない

のである。厚生労働省は過去には薬害問題、エイズ問

題で後手を踏んできた。今回は、中国製歯科技工物ベ

リリウム混入問題である。患者側の口腔内に収まって

いる補綴が放置されている。何故、追跡調査を指示し

ないのか？

◎森元

はじめに金田米秋さんから、現在の問題を提起し

てください。

◎金田

私は東京歯科技工士の前会長で、現在、東京都歯
科技工士協議会の代表をしている。会員のために
如何に利益を確保していくかが求められ、期待さ
れている。大事なのは、歯科技工士の社会的地位
の向上、生活の安定であると考えている。歯科医
師からいただいた作業模型によって、我々の歯科
技工士の仕事が行われているが、本来では先生方
は設計する段階から、こういう患者さんなので、
こういう設計でいくが、歯科技工士の立場ではど
う考えるかとう相談があるはずである。しかし、
現在、歯科技工士の顔が見えない。電話や宅急便
でのやりとりだ。現状では、歯科診療所のチェア
サイドに歯科技工士がいない。患者サイドで歯科
技工に携わってみたい、という思いが歯科技工士
側には常にある。患者さんに顔の見える歯科技工
士でありたい。それが、私の根本であるので、現
在の中国製歯科技工物は問題だと思っている。国
民にとって安心、安全という面からも、実証しな
がらこの問題を提起していくべきだ、と思ってい
る。厚生労働省の通達の中でも、誰がどのような
経路で歯科技工物を作ったかを、歯科医師も確認
をして、患者さんに説明をするとしている。カル
テにも記載をする。その主旨が徹底されていない
のではないか、という感じがする。その意味でも、
東京都歯科技工士会と東京都歯科技工士協議会が
連携して、品質、技術基準の構築を進めてことが、
やはり一番大事なことだと私は思っている。

◎森元

顔が見える連携には賛成だ。私は元々歯科技工士
をやっていて、さらに歯科大学へ行った立場で、
両方のことがよく分かる。したがって、顔が見え
る連携は、歯科界にとって大事なテーマなのかな
と思う。歯科技工士学校で、将来の歯科技工士を
養成する立場の鵜飼芳行さんに今の歯科技工士学
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校の現状について聞きたいと思う。

◎鵜飼

私は新東京歯科技工士学校で専任教員をしている。
学校へ入って27年の歳月が経っているが、今、憂
慮していることは、教え子たちの卒業後のことだ。
せっかく2年間の教育を受けて、歯科技工の職場か
ら去っていく。現在、3年制、4年制の学校もある
が、国家試験を受けて歯科技工士として世の中に
出て行く。それをずっと業として、生涯自分のプ
ライドもって生きていけれることが、教える側の
立場では喜びである。現在、健康の源ということ
から、『食』が大切だと言われ、このことが国民の
間にも浸透しつつあると思っている。しかし、そ
の『食』の問題が脅かされていることを、感じと
っている国民もいる。国民の皆様の安全と安心に
寄与する、歯科技工物の製作について、日々学生
たちに教えるよう努力しているつもりだ。ところ
が、2月にTBSテレビで放映されたとおり、若干の
混乱が起こっている。まことに残念な状況が生ま
れつつあると思っている。我々は歯科技工を教え
る立場であるので、この問題に我々がすぐに動く
ということはできない。だが、手をこまねいて今
まできたわけではない。我々歯科技工士養成機関
を束ねる全国歯科技工士教育協議会で、今年の初
めに長妻昭厚生労働大臣宛に、『外国で製作された
歯科補綴物等の輸入に関する要望書』を出してい
る。歯科技工士資格は国で認められた資格であり、
国民の皆様に安全な歯科技工物を提供するため、5
0有余年にわたり法令のもと歯科技工物の質と安全
を確保してきた。国内では原則的に学生は、臨床
経験をさせていただけない。（患者との対面行為も）
また、国家資格を有さない外国の人は、歯科技工
が認められていない。にもかかわらず、国外で日
本の歯科技工士資格を有しない無資格者が、日本
の安全基準を満たしていない歯科材料を使って歯
科技工物を作っている。それを輸入して、国内の
国民に提供するのは法律違反ではないか、以上が
長妻昭厚生労働大臣に要望した内容である。我が
国では歯科技工士法を制定し、実際、日々、歯科
技工所が運営されている。歯科技工士は名簿で国
に管理されている。法によって歯科技工指示書の
問題があり、歯科技工所への立入調査、罰則まで
設けられている。これだけ厳格な日本の規定があ
る。それにも関わらず、外国ではこれに抵触する
事態が起きている。ここまで規制をし、監督官庁
が目を光らせているのは、国民の健康を第一に守
ることであり、国が安全について考えてくれてい
る、と思っている。何とか卒業生とこの歯科技工
業界を守っていけたらいいと思っている。皆様の
お力をよろしく、お願いする。

◎森元

国会で文部科学委員をされている、川口浩衆議院
議院にお願いいたします。

◎川口

私が東京歯科大学を卒業したのは、昭和54年。そ
の翌年には、茨城県の取手市でグリーン歯科を開
業した。ユニット3台の小さな歯科医院である。平
成14年に、何時も文句ばかりを言っていたので、「そ
ろそろ先生も評論家をやめて、一度政治の現場を
体験したらどうかというお言葉をいただき、その
勧めにだまされて、県会議員選挙に出たところ間
違って当選してしまった。以来、県会議員として7
年間、歯科診療をするかたわら、政治活動をさせ
ていただき、去年の夏にはご縁があって国会の場
で活躍する機会を与えていただいた。今、金田さ
ん、鵜飼さんから色々なお話があったが、実はこ
の中国製歯科技工物の問題は、一言で言えば、歯
科医療を生業としている生活基盤が非常に危うい
ことになってきた、その一言に尽きるのではない
かと思っている。私は現在、文部科学委員会に所
属している。また、歯科衛生士学校の講師もして
いる。その学校は何と、定員が30名のところ、学
生は7人である。歯科技工士学校も同様であると伺
っている。私が歯科大学を卒業して、お世話にな
った歯科技工士の中には名古屋工業大学を卒業さ
れてから、歯科技工士になられた方がおられた。
とことが、今は茨城県の歯科技工士学校でも、人
が集まらない。歯科衛生士もそうであるが、その
原因は何か？私たち街の歯科医師、病院を経営し
ている人たちも周りを見回す余裕がなくなってい
る。また、スタッフを教育する余裕がなくなって
きている。後継者を育てる余裕がなくなってきて
いる。まさに、問題はここに尽きる。そして、こ
れから皆さんのご意見をお聞きして、一緒に考え
て生きたいと思っている。口は生きる源である。
消化器としての役割として、まず、口に食べる物
が入ってくる。それを飲み込んで初めて、食道や
胃へ食べる物がいくわけである。その入口のとこ
ろで、きちんとチェックしなければならないこと
は、紛れもない事実だ。配布された資料の中の、
国会質疑、出された質問主意書は、実は平成17年
に出された「国外で作成された補てつ物等の取り
扱いについて」厚生労働省医政局歯科保健課長通
達、その後に、政権交代したが、自民党の議員か
ら質問主意史書が出た。総理大臣の名前は鳩山由
紀夫に代わっていたが、実は平成22年3月の医政局
歯科保健課長の通達の中身はまったく同じではな
いか、とご指摘があった。やはり、「政権交代した
のなら、何が違っているのだ」と皆様方が期待を
していた部分があったのは、間違いないのである。
やはり現場の状況、本当のところを知らない人間
が、どうしても文書を書く。そして、政府の三役
の方も、歯科医師がどういう生活をしているのか、
どなたもご存じない。当然、歯科技工士たちが、
現在どれだけの人数がいて、働く人の年代がどれ
くらいで、収入がどれくらいなど、誰一人として
知っているわけではない。紙上の空論と言っては
申しわけないが、どうしても現場を知らないと、
建前だけになってしまう。3月の医政局歯科保健課
長通達も、よく読むと恐ろしいことが書いてある。
何が恐ろしいというと、あなた方は歯科技工物を
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作る時に、全部記録として証拠として残しておき、
何か問題があった時には、責任をとれという方向
へ導いているのかもしれない。今の歯科界で安全
性を確保してやろう思ったら、それなりの手当て
が必要である。安全の確保のために、誰がどのよ
うにしてくれるのか。残念ながら、そこのところ
がスッポリと抜け落ちている。過去のニセ金パラ
事件に照らして考えても、厚生労働省の責任が抜
け落ちていると思われる。中国製歯科技工物は医
療行為ではない。輸入品として雑貨物扱いなのだ。
ここを根本的に解決していかないと、問題は先に
進まないと思っている。現場の歯科医師、歯科技
工士には色々のご意見があると思うが、厚生労働
省の人たちと色々調べた結果、一つだけ意外な事
実が明らかになった。それは、中国で歯科技工物
を作っている人たちの腕はよかったことだ。これ
は驚いた。中国であるので、ピンからキリまであ
るのも事実であるが、もしかして、これは日本の
歯科技工士よりか上手がと思われる症例がいっぱ
いあった。ただ問題は、使っている歯科材料の材
質だ。何を使っているかが分からない。我が国で
は、歯科医師が自分で歯科材料を買って、これで
製作してほしいと依歯科技工士さんに頼をしてい
る。あるいは歯科医師が歯科界業者に指示をして、
歯科技工士がその歯科材料を使っているはずだ。
ところが海外から入ってくる歯科技工物は医療に
関連しない。雑貨なのでそれをチェックできない
でいる。厚生労働省として、秋くらしまでには、
トレーサビリティーを確立して、やりたいとおっ
しゃっている。しかし、トレーサビリティーは発
注する歯科技工所、あるいは歯科医師である。「全
部自分たちで責任をもってやりなさい」という可
能性が極めて強い。これを世間では、片手落ちと
言うと思っている。今日のご意見をお聞きして、
この問題に一緒に取り組んでいきたい。

◎森元

各シンポジストの方から問題提起が出された。
川口議員からは本音の部分のかなり突っ込んだ問
題が出されたので、フロアからの発言を求めたい
と思う。私の立場からは、かなり無謀と思うが、
国を相手に『海外歯科技工物委託』で訴えている
原告団の弁護士さんがみえているので、川上弁護
士の方から発言を求めたい。

◎ 川上詩郎弁護士

今日は、こういう機会をもっていただいたことは、
非常に重要だと思っている。私は、訴訟を提起し
た時と今では、かなり状況が変わってきたことを
強く実感をしている。訴訟を提起した時には、海
外への歯科技工物委託には問題点があるのだ、と
いうことを理解してもらうことが非常に大変だっ
た。しかし、今は次のステップに来ているな、と
考えている。問題点があるということは、この前
のTBSテレビの特集を観て、多くの人たちに理解を
していただいた。今の段階で、次にこの問題をど

う解決するのか、が求められている時期に来てい
る。この訴訟を提起してから3年間、大きく変わっ
てきた。そこで、この問題をどう解決していくの
か、を考えるときに色々な観点から見ていく必要
がある。私は弁護士という立場で、法律的な観点
から問題提起をさせていただきたい。まず、今の
歯科技工士制度をどのように評価するかが非常に
重要であると思う。その前提として、歯科技工の
特殊性をよく見る必要がある。海外から輸入され
るものは、色々ある。その中で、他のものと歯科
技工物は、どこがどう違うのか、そこにまず出発
点があると思う。歯科医師の先生方に教えていた
だきたいのであるが、歯科技工物は患者さんのオ
ーダーメイドであり、患者さんが10人いれば10と
おりのその患者に合った歯科技工物を作らなけれ
ばならない。そこが非常に特質なのかなと思う。
したがって本来は、歯科技工物の本質に照らせば、
海外委託がなじまないものだと考えられる。しか
し、一方では大量の需要が生まれてきている。そ
こで、規制なりして安全性を保っていくのかが一
つの視点だ。そのような視点から、今の歯科技工
士制度は合理的な制度だと思っている。今、歯科
技工物の安全性は、歯科技工士法と薬事法という
二つの法律によって、主に安全性が担保されてい
る形になっている。歯科技工士法は人に対する規
制と場所に対する規制が行われている。薬事法は
歯科材料に対する規制とう形をしている。人に対
する規制は、歯科技工行為であり、歯科医師およ
び歯科技工士にしか認めていない形だ。場所に対
する規制は、歯科技工所に対する安全の観点から
の基準がおよんでいる。実は歯科技工物には歯科
材料に歯科技工士の行為が加わって作られる成果
物だ。そこで、歯科技工物には、歯科技工士法と
薬事法という二つの法律がおよんでいる。日本の
国内では歯科技工士制度によって、歯科技工物の
安全性を確保するシステムになっている。患者さ
んが10人いれば、10とおりの歯科技工物となる特
殊性から、人の観点、場所の観点、歯科材料の観
点の3つの観点から見ておくことが合理的だと私は
思っている。では海外委託の歯科技工物を考える
ときには、国内の歯科技工士制度との整合性をど
うのように構築するかである。薬事法の観点のみ
から規制をしていくと、歯科技工士法との整合性
がとれなくなってしまう。結果的に歯科技工士、
歯科技工士制度の基板が崩れていってしまう恐れ
がある。その恐れの可能性が残ってしまうかなと
思う。したがって、どういう方法が具体的にいい
のか、これから色々と知恵を出さなければないな
い時期である。実はこの知恵を出すときには、歯
科技工の現場に携わっている歯科技工士、歯科医
師、それから我々のような法律家、消費者問題に
携わっている方々、患者さんの視点からも大切だ。
色々な意見を反映させるような場を作っていただ
いて、これからの10年、20年、さらに30年、50年
後の歯科医療制度そのものを大きく見ながら、ど
ういうふうな対応が必要になってくるのかを考え
る、まさにいい時期に来ている。このような時期
に、シンポジウムを開いていただいたことは、ま
さに一つのきっかけをくれたと私は感謝している。
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今日は色々勉強させていただこう、と思い参加し
た。

◎森元

川上弁護士の話を含めて、フロアの声を聞きたい。
まず、歯科技工士の現場からの発言をお願いした
い。答弁はあとにして、質問を続けていただきま
す。

◎歯科技工士の立場から

さきほど、川口衆議院議員から、海外委託の歯科
技工物は雑貨物扱いだという話があった。歯科技
工士が作る補綴物は、失われた歯を補うもので雑
貨物ではないと思う。この補綴物を歯科医師さん
が、患者さんの口に雑貨物として入れているはず
ではない。海外委託の歯科技工物が雑貨物である
とされることを、歯科医師さんはどのように考え
ているのかをお聞きしたいと思う。

◎歯科技工士の立場から

立川で歯科技工士をしている。
私の疑問は、川口衆議院議員が中国の歯科技工物
のクオリティはいいということであった。日本の
歯科技工士の作る補綴物もピンからキリがあると
思う。現在、問題となっているのは、歯科材料だ。
そこで、中国でも歯科材料が規制されて、安全性
が確保されればいいのかその点でみなさんの話を
聞きたいと思う。

◎歯科技工士の立場から

今の方の疑問と同じようなことを私も思っていた。
どうしたら、日本の歯科技工士が患者さに、よい
歯科技工物を提供することができるのかと思って
いるが、歯科医師の先生からは、歯科技工料金を
安くしろ、安くしろと言われている。歯科技工士
会では7対3の歯科技工料金が問題となっている。
私としては薬剤師さんのように直接請求によって、
歯科技工士に歯科技工料金が払われるべきと思っ
ている。その方が歯科技工士の技術レベルも上が
ってくると思う。値段ではなく、技術で評価され
るようにすべきだ。患者さにとっても、いい補綴
物を提供できるようになると思うが、その点はど
うなのか？

◎森元

歯科技工士のお二人の話から歯科技工物は、単な
る物ではなく、魂が入っているということだと思
う。オートメーションでは、魂のこもったものは
作れない。単なる物作りなら流れ作業でもいいと
思う。人工臓器には魂が入っていて、まさに日本
の匠の世界である。歯科医師から、歯科技工料金
をもっと安くしろよと、安くしないと仕事をやら
いなぞと、TBSテレビのなかでもそのような話が出
ていた。それは重要な問題であり、歯科技工料金

の直接請求では、我々歯科医師がレセプトで、診
療報酬を請求するのと同じ方式にするという考え
方だ。歯科技工士も国と契約をして、歯科医師と
同じように歯科技工料金を請求していく。ドイツ
では、すでにやられている制度だ。そのような制
度になったらいいなとドイツへ視察に行った時に
思った。そこで、歯科医師の声を聞きたい。

◎歯科医師の立場から

私もドイツへ行き聞いたが、保険機構というもの
があって、システムは歯科医師が歯科技工士に処
方せんのように歯科技工指示書を出して、歯科技
工物は歯科医師の方に入り、歯科技工士は技工料
金を保険組合に請求する、私もそれが好ましいと
思っている。それを厚生労働省はどのように考え
ているのかが見えてこない。歯科技工士たちは20
年くらい前から、主張しているがなかなか前進し
ない。また、中国の歯科技工物については、安全
性を問題にしていると思う。歯科技工物について
は、どこで作ろうと、その材料の中身については、
歯科医師藻歯科技工士も知ることができない。ベ
リリウムが含まれているかどうかなど歯科材料に
ついて調べるとしたら、金属の成分分析には、そ
れなりの大金を必要とする。歯科技工物について
は、中国で全部作るのか、一部を日本で歯科技工
士作るのか、政策のプロセスの問題だ。しかし、
歯科技工士は国家試験の資格者だ。国家試験は大
変重い資格だと私は思っている。医師もそうであ
り、医師国家試験の資格がなければ医療行為はで
きない。また、私たちはアメリカ行って、日本の
歯科医師免許を持っているので、歯科医療をやら
せてほしいと言っても、それはできないと言われ
る。国家資格は、その国の国家資格でしかない。
何故か、質と安全性を担保しているからだ。そこ
で歯科技工物は、日本の歯科技工士が作ることで、
安全性とある一定の質が確保されている。しかし、
国家資格がない中国の歯科技工物には質の担保が
ない。もしも、中国の人が日本の歯科技工物を作
りたいのであれば、日本の歯科技工士国家資格を
取得するのが本筋であると思う。

◎森元

会場には、国民の立場、患者さの立場の方もいる
と思うのでどなたか、今までの話を聞いてどのよ
うに感じたのかを聞きたい。実際に中国で作られ
た歯科技工物を自分の口に入れられたとしたらど
のように感じるのか？今回のシンポジウムを開い
た一番のテーマだ。今日配布した資料でも、2名の
議員が消費者問題から国会で中国製作の歯科技工
物について質問をしている。消費という観点もあ
るのか、と思っている。ぜひ患者さんの立場で発
言していただきたい。

◎患者さんの立場から

私は現在、歯科医院にかかっているが、中国で製
作された補綴については、よく知らない。実際、
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歯医者さんと歯科技工士さんが協力をして、国内
で作られていると理解をしていた。ところが、今
の話のように中国から雑貨物としては入ってくる
として、そのチェックはどこでしているのか？患
者の立場では、日本製の中国製も区別がつかない。
歯科の先生方も分からないとしたら、輸入するの
は歯科医師が注文するのか歯科技工士が注文する
のか？それすら患者の立場では分からない。患者
の立場では安いものはいいと思うが、それはあく
まで安全が保証されていることが上で、安全性が
分からないのに、それが知らされず治療に使われ
ていることは大変なことだ。どうしても安いもの
を輸入しないと、歯科医院の経営がやっていけな
いのか？あるいは、悪徳の輸入業者なのか？その
点がよくわからないので聞きたい。

◎患者さんの立場から

娘の婿が、歯科医師であるが転職したと言ってい
る。理由を聞くと、収入がかなり減っている。娘
が薬局なので、髪結いの亭主になろうかとあてに
している。ずいぶん歯科医師はみすぼらし立場に
なったものだと思う。義歯が雑貨扱いなのが理解
できない。動物は歯を失うと死んでしまう。人間
は義歯入れるから、食べて生きていける。その義
歯が正当に評価されていないから、転職する人が
いる。 歯科医師も歯科技工士もおとなしすぎる。
やっていけないのなら抗議をすべきだ。国民は歯
科医療関係者が転職することなど知っていない。
今回の中国製義歯は、訴訟問題が起点となってい
ると思う。歯科関係者は暴れていかないとダメだ
と思う。知人の話では、中国の富裕層が日本の歯
科治療を受けたいと言っているそうだ。粉ミルク
問題の時も、日本製の粉ミルクを中国人は選んで
買っていた。それと同じで、日本製のものを中国
人は安全で質も高い評価している。だから、安い
からと中国製の義歯を輸入するこが、私には理解
できない。自分たちの地位をまもるために、安全
を守るために、錦の御旗を掲げてもっと暴れてほ
しい。

◎森元

力強い発言で、抗議の声を挙げたいとことである
が、他の意見もあると思う。歯科医療従事者と患
者さんが協力して、いい歯科医療を築いていく目
的が『保険でいい歯』の連絡会の運動だ。反対意
見もないとシンポジウムが盛り上がらないので、
「違うよ」という反対の意見も聞きたい。義歯は
雑貨か口腔医療・口腔人工臓器か。法律上は補綴
物となっている。補綴物なので、それが雑貨扱い
につながっていると思うが、この問題をどう考え
るのか。

◎金田

私は歯科技工士として、日本の歯科技工士の立場
を守りたいと考えている。輸入代行業者や歯科医
師の先生が直接中国に歯科技工物に製作を依頼す

るケースがあると聞いているが、安ければいいと
いう思いがそこにはあるようだ。質が同じで値段
も同じであれば、わざわざ中国から義歯を輸入し
ないはずだ。安いから輸入代行業者も輸入を提案
すると思う。我々歯科技工士には、人工臓器を作
っているのだという自負心がある。そこで雑貨扱
いには、いささか疑問がある。雑貨だから、安全
性のチェックはいいのだ、という考え方は容認で
きない。そこに根本的な問題があると思っている。

◎森元

安全が確保されていれば、国内であろうが、外国
から輸入された義歯であろうと、安い義歯の方が
いいのか。色々な意見があると思うが、他の意見
はどうか。

◎鵜飼

わたしは歯科技工士学校で、学生を教える立場で
中国製の歯科技工物について考えている。4月から
新しい学生が入ってきて、『歯科技工学概論』につ
いて話をしているところだ。在校生のことである、
小田原の実家の先祖の墓を移動することとなった。
その墓の中から江戸時代に作られた木製の入れ歯
が出てきたそうだ。私は木製の入れ歯があるとい
うことは知っていたが、先日、その在校生がその
入れ歯を学校に持ってきてくれた。 本で写真を見
ていたが、実際その木の入れ歯を触ることができ
た。江戸時代の末期のものであるが、非常によく
できていた。つげの木で作られていたが、日本古
来の技、手仕事の精密さには今更ながら驚かされ
た。日本には伝統的な匠の流れがあり、それは歯
科技工にも継承されていると思う。先祖から伝わ
る技術の流れを活かして、患者さんの口の中にい
い義歯をいれていくことの大切さだ。現状では、
学生の数が減っている。また、学校の数も減って
いる。1970年代には73校の歯科技工士学校があり、
年間2000人卒業していたが、現在60校となり、定
員も減っている。歯科医療にとって、歯科技工士
の技術を絶やすことはできない。教える立場で、
今の状況が少しでも改善されるように願っている。
卒業生の中には、海外へ行き活躍している歯科技
工士もいるが、国内で安全でいい歯科技工物を提
供できるようにしていきたい。若い歯科技工士が
少ない現状では、若い歯科技工士が夢を持てるよ
う微力ながら力を尽くしていきたいと思っている。

◎森元

歯科技工士のお二人の話から歯科技工物は、単な
る物ではなく、魂が入っているということだと思
う。オートメーションでは、魂のこもったものは
作れない。単なる物作りなら流れ作業でもいいと
思う。人工臓器には魂が入っていて、まさに日本
の匠の世界である。

◎川口
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ためになる話をたくさん聞き感激している。はや
り歯科技工物が雑貨ではないのは、そのとおりな
のだ。まさに人工臓器、立派な医療のための行為
だ。なくなったものを代行する道具なのだ。口に
ついてライフサイクルで考えたときに、歯科医療
の役割はなにかである。例えねたきりになっても、
最後の最後まで自分の口でしゃべれて、自分の口
で食べられて、幸せな気持ちで天国へ行っていた
だきたい。それが歯科医療の本当の役割だと思っ
ている。他の仕事と根本的に違うことがある、医
療はサービスを受ける人が、サービスを提供する
人に、お金を払って、「ありがとう」という唯一仕
事だ。お金をもらう方が、「ありがとう」と言うの
が普通の仕事だ。それはなぜか、と考えると答え
は必然的に出ている。しかし、残念ながら往診の
話であるが、苦労をして歯の形を採って、入れ歯
を作ってちゃんと噛めるようにして、原価計算を
して、儲けがいくらになるのだろうかと考える。
うちの歯科技工士に出すと技工料だけで1万2000円
だから全部で2万円になちゃうな、だけどこれが中
国製で同じようなレベルで、2000円でできたら、
それは採算だけを考えたら2000円の方に頼むのは
しょうがないと思う。 さきほどから話題になって
いるが、完全におかしいのは、日本では歯科技工
士法や薬事法の規制があるのに、雑貨だから規制
を考えなくともいい。だから一番の問題は、そこ
だと思うが、川上弁護士に聞きたい。どのように
思われるのか？

◎川上詩郎弁護士

私は基本的には先ほど述べたように、歯科技工士
法は歯科技工物の安全性を保ってきたシステムの
役割を果たしてきたと思う。これを維持させ、か
つ充実、発展させるという観点から考える必要が
あると思っている。歯科技工士をどのようにとら
えるかが重要だと考えている。歯科技工士さんが
やられていることは、一つの医療行為の一端であ
ると考えるならば、歯科医師さんと歯科技工士さ
んとの関係も、そういう枠組み（医療行為）の中
で新たに考える必要があると思っている。

◎歯科医師の立場から

雑貨物と補綴物で法律の違いであるが、関税法で
の雑貨物の扱いである、そのことを理解する必要
がある。厚生労働省医政局歯科保健課の通達は、
補綴物として通知を出している。関税法上の雑貨
物の扱いがあるがゆえに中国製の輸入補綴物が雑
貨物としてＯＫなっている。この状態をどこかで
ストップさせることがまず必要であるのではない
か、と川口議員はおっしゃりたかったのではない
かと思う。そこを何んとかすと、歯科医療の問題、
歯科技工士の問題が解決するわけだはなく、歯科
補綴物としてどうするのか、という入口を止める
手段を真剣に考えるべきだ。しかし、薄型テレビ
のほとんどが中国で作られているという現状もあ
る。そのメーカー工場たるや、日本のメーカーの
人たちが見学に行ったら、唖然とするほど立派で

ある。そこで入ってくる物としていれるのか、補
綴物として入れるのか、このへんの論議をやって
いく必要がある。関税法上の雑貨物を止めた上で、
海外の補綴物と国内との補綴物のバランスをどの
ように取るかを考えていく必要が必然的あると思
っている。

◎川口

歯科技工士は国家資格であるにも関わらず、その
位置づけが曖昧であると思う。厚生労働大臣免許
であるにも関わらず、都道府県単位で試験が行わ
れているが、試験日は同日ではない。バラバラに
試験が実施されている。そのへんを含めて少し整
理をしていく必要であるし、社会的評価も低い。
昔、銀座の歯科医院に勤めていた時にお世話にな
った歯科技工士の桑田正博さんは、歯科医師より
色々と知っていて、外国ではそれを正当に高く評
価をしている。また、私が開業した時には裕福で
あったので、歯科技工士さんにちゃんとした給料
が払えた。入れ歯の色合わせでは全部、歯科技工
士さんにチェアサイドでチェックしてもらうこと
ができていた。ところが、今、開業して３０年過
ぎたが、それまでの余裕が残念ながらできなくな
ってしまった。そこで、歯科医師、歯科技工士、
国民の皆さん方も含めて、歯科医療はどうあるべ
きか、歯科技工士制度はどうあるべきか、そろそ
ろ考えないといけないのではないかと思っている。
現実問題として、安いから中国に仕事を出すのは
仕方のないことだ。原点は、理想論かもしれない
が、やはりハートが大事だと思っている。今の医
師は患者さんを診ているのではない。病気を診て
いる。医療として私は違うと思っている。あくま
で人間を診るのが医療だ。 是非、歯科技工士さん
にお願いしたいのは、仕事として物を作っている
のではない。それを使う人がいることを、やはり
忘れてはならないと思うし、私たち臨床家は病気
を治すのではなく、人とお付き合いをさせていた
だくのだと、患者さんと向き合うことが大切であ
ると思っている。

◎森元

病気を診るのではなく、人を診ることは大事な視
点だ。私が歯科技工士のころは、終電で帰り食事
をして寝るだけという時代でもあった。それでも、
仕事に喜びを感じていた人を何名も知っている。
しかし、自分の気持ちに余裕がないと、いい物は
作れないし、いいサービスも提供できないと思う。
何か構造的な問題がそこに存在しているのではな
いか。それではなぜ、リスクまで犯して海外仕事
を出すのか、その点はどうか？

◎金田

私は歯科技工所を経営しながら、若い歯科技工士
と一緒に仕事をしている。根本的に歯科技工料が
安いので、福利・厚生面で法人組織であるので、
健康保険、厚生年金、労災保険、失業保険をやっ
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てきている。このなかで、専門学校卒、大卒の給
与を確保し、週４０時間労働のために、土日を休
みと世間並みにすると経営が難しい。高度成長期
にスタートをし、歯科技工料も高い料金をお願い
し、歯科医師の先生とコミュニケーションを取り
ながらやってきた。しかし、現在、保険点数はあ
まり上がらないので、その範囲でお願いすると言
われる。一方、自費については患者さんのことも
あるので、歯科技工料金については歯科技所の要
求に応じようと言われる。その中で我々も葛藤が
ある。歯科医師の医療行為としての報酬と我々歯
科技工士の歯科技工物製作の原価計算をしながら
やってきている。歯科医師の報酬と歯科技工士の
技工料金については、患者さんの理解を得ていく
ことも大切だと思う。これが保険の範囲でできる
のかは、難しい問題だ。可能であれば、歯科技工
料金の保険への位置付けがされればいいと思って
いる。私の父は下駄屋をやっていたが、下駄を職
人が作っていて、1日下駄をいくつ作り、月にこれ
だけになるから、経費を計算してこれだけ職人に
払うと原価計算をしていた。家を建てるときも、
工務店はどんぶり勘定ではなく、綿密に何日かか
り、職人については、大工さんはじめ瓦屋さん建
具屋さん、塗装業に至るまでそれぞれの取り分を
計算して出して、施工主（顧客）に説明している。
歯科技工士の業界には、原価計算が少し足りない
と思う。実は、歯科医師の先生の懐具合でお願い
をします、と頭を下げている。そこに歯科技工士
としての難しさがある。競争社会の中では、安い
ところへ仕事が流れてしまうという現実がある。
従業員を安心して雇用することが大切だ。従業員
に家族があり、みなさんには将来の設計がある。
我々は如何に担保し、保証ができるかだ。補綴物
は、単なる物とは違うのだ、医療の一端として患
者さんに補綴物を提供していくのだという使命を
強く訴えていく必要があると常々思っている。

◎森元

「あなたの歯は大丈夫？」本題に話を戻したい。
中国製歯科技工物どう考えるかだ。歯科材料の問
題があり、制度の問題では、政治での決着をする
のか。今のこの現状をどうするのか？我々歯科関
係者より、あのTBSテレビが放映された時間帯は、
おそらく一般の方がかなり多く観ていると思う。
あのベリリウム入り金属を売ったのは日本の歯科
業者であり、その義歯を発注したのは日本の歯医
者じゃないかと。これに対して、我々はどう応え
ていくのか？それを解決しない限り、国民は納得
しないと思う。一般の方にどう説明すればいいの
か？

◎金田

歯科医師が、患者さんに中国製歯科技工物でやる
理由と、その行為を説明しで、「やりますか」と同
意を得ているいかだと思う。はっきり言って、同
意を得ていないことが、そもそも原因だと思う。

代行する業者があり、先生に頼まれて出す歯科技
工所もある。中国製歯科技工物であることを、と
ころが患者さんが知らない。患者さんも自分の入
れ歯が、まさか中国で作られているとは思っても
いない。「これは、材料、技術が日本にはないから、
中国で作るがそれでいいか」とハッキリ聞いく。
周知して、「お願いします」と言った患者さんが実
際に何人いるか、ということだ。そこにそもそも
の問題、原因があると思う。歯科医師、歯科技工
士が国家試験を取得していることは、そこに質の
担保がある。そのことを、患者さんにハッキリと
言うべきだ。それでも患者さんが、「中国製歯科技
工物でいい」と言ったら、それは合意のもとで行
われることとなると思う。

◎患者さん

それはおかしい。患者の同意があればいいではな
い。今回の問題で、義歯に100％ベリリウムが入っ
ていなかっとする。全然、中国製義歯に問題がな
い。技術的にも、中国のレベル上である、とする。
それでも、患者の立場ではダメだ。何故かと言う
と、よそで作ったものには、公的なものが及ばな
いし、検査する方法が患者にはないのだ。我々患
者が一度、口の中に入れてしまったものは、ずっ
とそのまま、口の中におさまっている。後から、
あれはダメだったと言われたら、とんでもない話
だ。だから、同意すればいい、と言う考えかたは
おかしい。

◎金田

私が言うのは、中国製義歯であることを、患者さ
んに説明していないことだ。同時にともかく、日
本で作ったもの、義歯は、国家資格をもった歯科
医師、歯科技工士でなければ、作ってはいけない。
その法律を如何に守っていくかという意識の問題
である。

◎患者さんの声

人間は弱いものだ。法的に抜け道がれば、禁止さ
れているベリリウムを金属に混ぜてしまうのだ。
歯科医師、歯科技工士の倫理観の問題。いいかげ
んな薬を作ったり、健康食品を作ったら業務停止
を食らう。その企業はその結果、倒産するかもし
れない。歯科医療もそれくらいの仕組を作ってい
くべきだ。

◎金田

中国はアメリカと取引をするときには、FDA、アメ
リカ食品薬品局の基準を重視しないとダメだ。そ
のような基準が日本にはない。すべて歯科医師の
裁量に委ねられている。厚生労働省は、先生方の
責任だとしている。

（以下、略）


